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令和５年度第１４回庁議提案  審議・報告・その他 

提 出 日：令和５年１０月２４日 

担当部・課：建設部住宅課〔内線５５５５〕 

① 件  名 

石巻市営住宅における共益費の行政徴収導入について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

市営住宅団地会で実施している共益費の徴収と維持管理経費の支払及び共用部の管理について、

入居者の高齢化や、担い手不足に伴う役員の固定化による特定の入居者への業務負担（徴収・金銭

管理、資料作成等）が生じており、将来的に運営が困難となることが見込まれる。 

【目的】 

団地会運営が困難となり、共用部に係る光熱水費の未払いや管理が行われない場合、入居者が安

全に安心して暮らせる環境が損なわれるため、共益費の行政徴収を導入することにより、安全安心

な公営住宅を提供する。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号） 

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成５年法律第５２号） 

石巻市営住宅条例（平成１７年条例第２７３号） 

石巻市特定公共賃貸住宅条例（平成１７年条例２７４号） 

石巻市勤労者住宅条例（平成１７年条例第２７５号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕】 

第２章 都市と自然が調和し快適とやすらぎが生まれるまち 

第３節 安全安心な住環境と都市機能の整備の推進 

３ 安全安心な公営住宅を提供する 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和２年度～  新立野第一復興住宅ほか４復興住宅団地会役員等と、共益費の行政徴収の可否に

向けた協議 

令和４年 ９月 石巻市復興公営住宅団地会の問題解決と解散に向けた活動に関する同意団地会

からの要望書提出 

令和５年 １月 市内各団地会へのアンケート調査実施 

 ４月 県内及び県外沿岸部自治体へのアンケート調査実施 

⑤ 主な内容 

１ 開 始 時 期 令和７年４月１日 

２ 徴収開始の手続き 行政徴収を希望する団地会等からの申請により実施 

３ 対 象 経 費 団地内の共用部に係る光熱水費（団地会が管理する集会所等を含む。） 

団地内の共用部に係る維持管理費（廊下等照明器具、浄化槽管理、居室内を除く共

用部の排水管清掃） 

共同アンテナ管理費等 

４ 対 象 住 宅 石巻市営住宅条例に定める普通市営住宅（みなし特定公共賃貸住宅を含む。） 

改良市営住宅、厚生住宅、石巻市特定公共賃貸住宅条例に定める特定公共賃貸住宅

及び、石巻市勤労者住宅条例に定める勤労者住宅 

５ 共益費月額 １，１００円～２，９００円／月を予定（詳細裏面のとおり。） 

６ 運 営 方 法 共益費は市の歳入とし、宮城県住宅供給公社への管理代行料及び指定管理料に、徴

収、支払いに係る事務費や、光熱水費、維持管理費等の経費相当額を含め、各種事

務手続きを代行させ運営する。 

 

 資料４ 
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７ 入居者への通知方法 公営住宅家賃等納入通知書等に記載される、住宅使用料、駐車場使用料と

ともに、共益費徴収月額を記載し通知する。 

８ そ の 他  敷地内除草、団地内清掃に係る経費、入居者親睦会、飲食等経費、町内会費等 

         は対象外とする。 

 

住戸・設備別共益費単価（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 共同住宅は５年に１回共有部分の排水管清掃を要するため、当該経費積立相当分として３００円

加算する。 

※ 浄化槽ありの住宅は浄化槽の維持管理を要するため、当該経費相当分として１，５００円加算す

る。 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

 将来的に運営が困難となることが見込まれる団地会に代わり、行政徴収を導入することにより、 

入居者が安全に安心して暮らせる公営住宅を提供することが可能となる。 

【市財政への負担】 

市の財政負担は生じない。 

 参考：収支試算 

各団地会で設定する共益費よりも、行政徴収の共益費が低額となる３１団地会（うち浄化槽あり

１１団地）が加入すると想定し収支試算を算定 

収入：共益費 １９，２００千円 

支出：委託料 １９，０２６千円 

（内訳：光熱水費等 １６，６１２千円、公社事務経費等 ２，４１４千円） 

収支差引      １７４千円 

 

※支出は宮城県住宅供給公社への管理代行・指定管理料から支払い、毎年度当初に翌年度参加希望

団体からの申請等により参加団体を確定し、歳入・歳出の額を精査のうえ算定する。 

 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

県内の実施事例：【宮城県住宅供給公社へ委託】気仙沼市、女川町、山元町、亘理町 １市３町 

【上記以外(県公社以外へ委託)】仙台市、東松島市 ２市 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和５年１２月   市議会第４回定例会に石巻市営住宅条例、石巻市特定公共賃貸住宅条例及び

石巻市勤労者住宅条例の一部改正について提案 

（施行予定年月日：令和６年１月１日） 

石巻市営住宅等共益費徴収等に係る取扱要綱の制定 

（施行予定年月日：令和６年１月１日） 

令和６年 １月～３月 市内各団地会への説明会実施 

４月～６月 参加希望団地会からの申請受付 

令和７年 ４月    行政徴収開始 

⑨ その他 

 

住戸種別 月額 排水管清掃 計 備考
戸建、長屋 1,100 1,100 既存は長屋なし
共同 1,100 300 1,400

住戸種別 月額 排水管清掃 計 備考
戸建、長屋 2,600 2,600
共同 2,600 300 2,900

【浄化槽あり】共益費月額

【浄化槽なし】共益費月額
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